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一

は
じ
め
に

筆
者
は
二
〇
一
一
年
四
月
よ
り
、
学
内
外
の
十
名
に
及
ぶ
研
究
者
と
共
に
「
化

身
土
巻
研
究
会
」
に
参
画
し
、
二
〇
一
二
年
度
か
ら
は
人
間
文
化
研
究
所
の
特
別

研
究
助
成
を
受
け
て
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
末
の
読
解
を
主
題
と
す
る
共
同
研

究
を
継
続
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
親
鸞
の
主
著
で
あ
る
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻

末
を
で
き
る
だ
け
厳
密
に
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
鸞
が
自
ら
の
生
を
受
け

て
い
る
現
実
世
界
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を
考
察
す
る
と
共
に
、
そ
の

結
果
と
し
て
親
鸞
の
思
想
構
造
を
理
解
す
る
新
た
な
視
点
を
得
よ
う
と
意
図
し
た

も
の
で
あ
る
。

親
鸞
の
主
著
『
教
行
信
証
』
は
、
具
名
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
が
示
す

通
り
、
親
鸞
の
受
け
止
め
た
「
仏
の
正
意
」、
即
ち
仏
教
の
真
意
を
六
巻
に
分
け

て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
五
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
「
真
実
教
」・「
真
実
行
」・「
真

実
信
」・「
真
実
証
」・「
真
仏
土
」
を
顕
す
巻
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
化
身
土

巻
は
「
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
」
と
名
付
け
ら
れ
、
本
・
末
両
巻
に
分
か
れ
て

い
る
１
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
親
鸞
の
思
想
の
核
心
は
真
実
五
巻
と
言
わ
れ

る
前
五
巻
に
あ
り
、
化
身
土
巻
は
そ
の
真
実
に
導
く
た
め
の
方
便
、
或
は
簡
非
の

た
め
に
添
え
ら
れ
た
付
随
的
な
も
の
と
す
る
見
方
が
従
来
は
大
勢
を
占
め
て
い
た

が
、
近
年
、
化
身
土
巻
が
徐
々
に
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
状
況
に
つ
い
て
は
既
に

報
告
し
た
通
り
で
あ
る
２
。

化
身
土
巻
研
究
会
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
立
っ
て　

化
身
土
巻
末
に
引

用
さ
れ
た
諸
経
論
の
原
意
を
読
み
取
り
、
親
鸞
の
読
み
の
独
自
性
に
注
目
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
引
意
を
探
求
し
、
親
鸞
の
世
界
観
を
考
察
す
る
と
い
う
作
業
を

続
け
て
き
た
。
二
〇
一
四
年
三
月
現
在
、
研
究
会
は
化
身
土
巻
末
の
ほ
ぼ
六
割
を

読
了
し
た
段
階
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
課
題
も
多
く
、
研
究
と
し
て
は
未
だ
道
半
ば

と
い
う
状
況
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
共
同
研
究
の
中
間
報
告
の
一
部
と
し
て
、
化

身
土
巻
末
に
み
ら
れ
る
親
鸞
の
世
界
観
全
体
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
そ
の
中
で

地
獄
と
い
う
言
葉
が
親
鸞
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
検

討
し
た
い
と
思
う
。

仏
教
の
地
獄
説
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
早
く
か
ら
泉
芳
璟
氏
を
は
じ

め
山
邊
習
學
氏
等
の
労
作
が
知
ら
れ
て
お
り
、
近
年
で
は
石
田
瑞
麿
氏
の
綿
密
な

考
察
も
発
表
さ
れ
て
い
る
３
。
ま
た
、
地
獄
を
テ
ー
マ
と
す
る
論
文
も
、
極
め
て

親
鸞
の
世
界
観
と
地
獄

小

山

一

行



二

多
数
に
及
ん
で
い
る
４
。
し
か
し
、
親
鸞
に
お
け
る
地
獄
と
い
う
問
題
を
、
親
鸞

の
世
界
観
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
十
分
な
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
が
た
い
。
本
稿
で
は
、
親
鸞
の
著
作
に
お
け
る
地
獄
と
い
う
言
葉
の
用

語
例
を
確
認
し
、
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

親
鸞
に
お
け
る
地
獄
の
用
語
例

親
鸞
の
著
作
の
中
で
、
親
鸞
自
身
が
「
地
獄
」
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
は
極
め

て
少
な
い
が
、『
教
行
信
証
』
中
の
引
文
に
は
左
記
の
よ
う
に
数
多
く
の
用
例
が

見
ら
れ
る
。

『
教
行
信
証
』

化
身
土
巻
本
・
・
・
引
文
『
末
法
灯
明
記
』　　
　

 

一
例

化
身
土
巻
末
・
・
・
引
文
『
月
蔵
経
』
忍
辱
品　
　

一
例

　
　
　
　
　
　
　
　

引
文
『
本
願
薬
師
経
』　　
　

 
一
例

信
巻
本
・
・
・
・
・
引
文
『
聞
持
記
』　　
　
　

 　

一
例

信
巻
末
・
・
・
・
・
引
文
『
涅
槃
経
』
梵
行
品　

二
九
例

　
　
　
　
　
　
　
　

引
文
『
涅
槃
経
』
迦
葉
品　
　

一
例

　
　
　
　
　
　
　
　

引
文
『
論
註
』　　
　
　
　
　

 

五
例

　
　
　
　
　
　
　
　

引
文
『
散
善
義
』　　
　
　
　

 

二
例

　
　
　
　
　
　
　
　

引
文
『
往
生
拾
因
』　　
　
　

 

一
例

真
仏
土
巻
・
・
・
・
引
文
『
涅
槃
経
』
迦
葉
品　
　

二
例

『
和
讃
』「
浄
土
和
讃
」「
正
像
末
和
讃
」　　
　
　
　
　
　

二
例

『
消
息
』　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
例

本
稿
で
は
、
引
用
も
ま
た
自
釈
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
、

化
身
土
巻
の
用
例
か
ら
検
討
し
た
い
５
。『
教
行
信
証
』
の
構
成
か
ら
す
れ
ば
順

不
同
と
な
る
が
、
本
研
究
が
化
身
土
巻
の
解
読
を
端
緒
と
し
て
始
ま
っ
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
引
用
文
は
坂
東
本
を
底
本
と
す
る
『
浄
土
真
宗
聖
典

全
書
』（
以
下
「
聖
典
全
」
と
い
う
）
に
依
っ
た
が
、
異
体
字
は
常
用
漢
字
に
改

め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
適
宜
句
読
点
お
よ
び
送
り
仮
名
を
補
い
、
便
宜
の

た
め
番
号
を
付
し
た
。
参
照
し
た
蔵
経
等
に
つ
い
て
は
読
点
を
補
っ
た
と
こ
ろ
が

あ
る
。

化
身
土
巻
の
用
例　

化
身
土
巻
本
で
は
、ま
ず
『
大
集
経
』
を
引
い
て
「
破
戒
・

無
戒
こ
と
ご
と
く
こ
れ
真
宝
な
り
」
と
説
い
た
後
、
そ
れ
に
対
す
る
問
い
を
挙
げ

る
『
末
法
灯
明
記
』
の
中
に
地
獄
の
語
が
出
て
く
る
。

（
１
）『
末
法
灯
明
記
』（
化
身
土
巻
本
・
三
時
開
遮　

引
文
）

問
ふ
。
伏
し
て
前
の
文
を
觀
る
に
、
破
戒
名
字
、
眞
寶
な
ら
ざ
る
こ
と
莫
し
。

何
が
故
ぞ
『
涅
槃
』
と
『
大
集
經
』
に
、
國
王
・
大
臣
、
破
戒
の
僧
を
供
す

れ
ば
國
に
三
災
起
り
、
遂
に
地
獄
に
生
ず
と
。
破
戒
尚
ほ
爾
な
り
。
何
に
況

ん
や
無
戒
を
や
。
而
爾
に
如
來
一
つ
破
戒
に
於
て
、
或
は
毀
り
或
は
讚
む
。

豈
に
一
聖
の
説
に
兩
判
の
失
有
る
を
や
。（
聖
典
全
二
、二
一
七
頁
）

『
末
法
灯
明
記
』
は
最
澄
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
疑
問
視
す
る
の
が
定
説
と

な
っ
て
い
る
。
日
本
大
蔵
経
所
載
の
訓
点
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
の
読
み
と
は
微
妙
に

異
な
る
部
分
も
あ
る
。



三

問
ふ
て
云
く
、
伏
し
て
前
文
を
觀
る
に
、
破
戒
名
字
も
眞
實
な
ら
ざ
る
こ
と

な
し
。
何
が
故
ぞ
涅
槃
・
大
集
等
の
經
に
は
、
國
王
・
大
臣
、
破
戒
の
僧
を

供
す
れ
ば
國
に
三
災
起
り
、
遂
に
は
地
獄
に
生
ず
と
。
破
戒
尚
爾
り
。
何
に

況
や
無
戒
を
や
。
爾
ら
ば
如
來
、
一
の
破
戒
に
於
て
或
は
毀
り
或
は
讚
む
。

豈
に
一
聖
の
文
、
兩
判
の
失
有
ら
ん
や
。（
日
本
大
蔵
経
七
七
、
天
台
宗
顕

教
章
疏
三
、二
八
三
頁
）

こ
の
一
文
は
、
末
法
の
時
節
に
あ
っ
て
は
最
早
や
持
戒
は
不
可
能
で
あ
る
が
故

に
、
破
戒
・
無
戒
の
僧
と
い
え
ど
も
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
を
述
べ
よ
う
と

し
た
も
の
で
、
そ
れ
は
古
来
「
破
戒
の
僧
を
供
養
す
れ
ば
国
に
三
災
起
り
、
地
獄

に
堕
ち
る
」
と
さ
れ
て
き
た
仏
語
に
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
を
出

し
、
矛
盾
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
導
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
破
戒
の
僧

を
供
養
す
れ
ば
国
に
三
災
が
起
り
、
地
獄
に
堕
ち
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
た
と
え
ば
『
大
集
経
』
巻
二
四
、
虚
空
目
分
中
護
法
品
第
九
に
次
の
よ
う
な

文
が
見
え
る
。

若
有
國
主
。
於
無
量
世
修
施
戒
慧
。
見
我
法
滅
捨
不
擁
護
。
如
是
所
種
無
量

善
根
悉
皆
滅
失
。其
國
當
有
三
不
祥
事
。一
者
穀
貴
。二
者
兵
革
。三
者
疫
病
。

一
切
善
神
悉
捨
離
之
。
其
王
教
令
人
不
隨
從
。
常
爲
隣
國
之
所
侵
嬈
。
暴
火

横
起
多
惡
風
雨
。
暴
水
増
長
吹
漂
人
民
。
内
外
親
信
咸
共
謀
叛
。
其
王
不
久

當
遇
重
病
。
壽
終
之
後
生
地
獄
中
。（
大
正
一
三
、一
七
三
頁
上
）

次
の
化
身
土
巻
末
は
い
わ
ゆ
る
外
教
釈
で
、
仏
教
以
外
の
鬼
神
や
魔
に
帰
依
す

る
こ
と
を
戒
め
る
も
の
と
し
て
堕
地
獄
の
罪
が
示
さ
れ
る
。

（
２
）『
月
蔵
経
』
忍
辱
品
（
化
身
土
巻
末
・
外
教
釈　

引
文
）

若
し
衆
生
有
り
て
、
我
が
爲
に
出
家
し
、
鬚
髪
を
剃
除
し
て
袈
裟
を
被
服
せ

ん
。
設
ひ
戒
を
持
た
ざ
ら
ん
、
彼
れ
等
悉
く
已
に
涅
槃
の
印
の
爲
に
印
せ
ら

る
ヽ
也
。
若
し
復
た
出
家
し
て
戒
を
持
た
ざ
ら
ん
者
、
非
法
を
以
て
し
て
惱

亂
を
作
し
、
罵
辱
し
毀
呰
せ
ん
、
手
を
以
て
刀
杖
打
縛
し
斫
截
す
る
こ
と
有

ら
ん
。
若
し
衣
鉢
を
奪
ひ
、
及
び
種
種
の
資
生
の
具
を
奪
は
ん
者
、
是
の
人

は
則
ち
三
世
の
諸
佛
の
眞
實
の
報
身
を
壞
す
る
な
り
。
則
ち
一
切
天
人
の
眼

目
を
排
う
な
り
。
是
の
人
、
諸
佛
所
有
の
正
法
三
寶
種
を
隱
沒
せ
ん
と
欲
ふ

が
為
の
故
に
、
諸
の
天
人
を
し
て
利
益
を
得
ざ
ら
し
む
。
地
獄
に
墮
せ
ん
故

に
、
三
惡
道
増
長
し
盈
滿
を
爲
す
な
り
と
。｛
已
上
｝（
聖
典
全
二
、
二
三
八

〜
二
三
九
頁
）

ま
た
化
身
土
巻
末
に
は
『
地
蔵
十
輪
経
』
か
ら
二
文
が
引
か
れ
て
い
る
。
第
一

文
は
巻
六
・
有
依
行
品
か
ら
の
引
用
で
、「
具
に
正
し
く
〔
仏
法
に
〕
歸
依
し
て
、

一
切
妄
執
吉
凶
を
遠
離
せ
ん
も
の
は
、
終
に
邪
神
・
外
道
に
歸
依
せ
ざ
れ
」
と
あ

り
、
続
け
て
「
又
言
く
・
・
・
」
と
し
て
巻
三
・
無
依
行
品
の
文
を
引
い
て
い
る
。

（
３
）『
地
蔵
十
輪
経
』
無
依
行
品
（
化
身
土
巻
末
・
外
教
釈　

引
文
）

又
言
く
、
或
は
種
種
に
若
し
は
少
、
若
し
は
多
、
吉
凶
の
相
を
執
し
て
、
鬼

神
を
祭
り
て
、｛
乃
至
｝
極
重
大
罪
惡
業
を
生
じ
、
無
間
罪
に
近
づ
く
。
是

の
如
き
の
人
、
若
し
未
だ
是
の
如
き
の
大
罪
惡
業
を
懺
悔
し
除
滅
せ
ず
ば
、



四

出
家
し
て
及
び
具
戒
を
受
け
し
め
ざ
ら
ん
も
、
若
し
は
出
家
し
て
或
は
具
戒

を
受
け
し
め
ん
も
、卽
便
、罪
を
得
ん
と
。｛
已
上
｝（
聖
典
全
二
、二
四
〇
頁
）

こ
の
引
文
は
直
接
「
地
獄
」
に
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
地
獄
、
特
に
阿

鼻
地
獄
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
「
無
間
罪
」
の
用
例
と
し
て
挙
げ
た
。『
地
蔵
十
輪

経
』
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

或
執
種
種
若
少
若
多
吉
凶
之
相
祠
祭
鬼
神
。〔
若
復
有
人
於
諸
如
來
所
説
正

法
或
聲
聞
乘
相
應
正
法
或
獨
覺
乘
相
應
正
法
或
是
大
乘
相
應
正
法
。
誹
謗
遮

止
自
不
信
受
。
令
他
厭
背
障
礙
他
人
讀
誦
書
寫
下
至
留
難
一
頌
正
法
。
如
是

名
爲
非
根
本
罪
亦
非
無
間
。〕
而
生
極
重
大
罪
惡
業
近
無
間
罪
。
如
是
之
人
。

若
未
懺
悔
除
滅
如
是
大
罪
惡
業
。
不
合
出
家
及
受
具
戒
。
若
令
出
家
或
受
具

戒
。
師
便
得
罪
。（
大
正
一
三
、七
三
七
頁
中
）

〔 

〕
の
部
分
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鬼
神
を
祭
る
こ
と
が
無
間
罪
に

近
づ
く
大
罪
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
文
と
な
っ
て
い
る
。
化
土
巻
末
の
文
脈
と
し

て
は
、
誹
謗
正
法
よ
り
も
鬼
神
の
問
題
を
重
視
し
よ
う
と
し
た
親
鸞
の
意
図
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
の
語
句
に
つ
い
て
親
鸞
は
「
卽
便
、
罪
を
得
ん
」

と
し
て
い
て
、
罪
を
得
る
の
は
出
家
さ
せ
た
師
で
あ
る
の
か
出
家
し
た
本
人
で
あ

る
の
か
定
か
で
な
い
が
、
原
文
で
は
「
師
便
得
罪
」
と
あ
る
の
で
、
師
が
罪
を
得

る
と
い
う
の
が
原
意
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
親
鸞
が
意
図
的
に
そ
う
読
ん
だ
の

か
も
し
れ
な
い
が
、披
見
し
た
蔵
経
の
原
文
が
そ
う
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
化
土
巻
末
で
は
、『
本
願
薬
師
経
』
か
ら
二
文
を
引
く
中
、
第
二
文
に

地
獄
の
語
が
見
え
る
。

（
４
）『
本
願
薬
師
経
』（
化
身
土
巻
末
・
外
教
釈　

引
文
）

『
本
願
藥
師
經
』
に
言
は
く
、「
若
し
淨
信
の
善
男
子
・
善
女
人
等
有
り
て
、

乃
至
盡
形
ま
で
に
餘
天
に
事
へ
ざ
れ
」
と
。

又
言
は
く
、「
又
世
間
の
邪
魔
・
外
道
・
妖

の
師
の
妄
説
を
信
じ
て
、
禍

福
便
ち
生
ぜ
ん
。
恐
ら
く
は
動
も
す
れ
ば
心
自
ら
正
し
か
ら
ず
、
卜
問
し
て

禍
を
覓
し
て
、
種
種
の
衆
生
を
殺
せ
ん
。
神
明
に
解
奏
し
、
諸
の
魍
魎
を
呼

ば
う
て
、
福
祐
を
請
乞
し
、
延
年
を
冀
は
ん
と
欲
す
る
に
、
終
に
得
る
こ
と

能
は
ず
。
愚
癡
迷
惑
し
て
邪
を
信
じ
、
倒
見
し
て
遂
に
横
死
せ
し
め
、
地
獄

に
入
り
て
出
期
有
る
こ
と
無
け
ん
。｛
乃
至
｝
八
つ
に
は
、横
に
毒
藥
・
厭
禱
・

呪
咀
し
、起
屍
鬼
等
の
爲
に
中
害
せ
ら
る
」
と
。｛
已
上
抄
出
｝（
聖
典
全
二
、

二
四
〇
頁
）

　

こ
の
文
も
ま
た
、
邪
魔
・
外
道
を
祭
っ
て
福
を
祈
る
こ
と
の
罪
深
さ
を
地
獄

と
結
び
つ
け
て
述
べ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

信
巻
の
用
例　

次
に
信
巻
本
で
は
、
ま
ず
『
聞
持
記
』
の
引
文
の
中
に
地
獄
に

言
及
す
る
も
の
が
あ
る
。

（
５
）『
聞
持
記
』（
信
巻
本
・
菩
提
心
釈　

引
文
）

『
聞
持
記
』
に
云
く
、「
不
簡
愚
智
、
性
に
利
鈍
有
り
。
不
擇
豪
賤
、
報
に
強

弱
有
り
。
不
論
久
近
、
功
淺
深
有
り
。
不
選
善
惡
、
行
に
好
醜
有
り
。
取
決

誓
猛
信
、
臨
終
惡
相
、
卽
『
観
經
』
下
品
中
生　

地
獄
の
衆
火
、
一
時
に
倶



五

に
至
る
と
等
。
具
縛
凡
愚
、二
惑
全
く
在
る
が
故
に
。（
聖
典
全
二
、九
三
頁
）

『
聞
持
記
』
と
は
、
元
照
の
『
仏
説
阿
弥
陀
経
義
疏
』
に
対
す
る
戒
度
の
詳
釈

で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
先
に
元
照
の
義
疏
が
引
か
れ
て
お
り
、
そ
の
意
を
助
顕
す

る
た
め
の
引
用
で
あ
ろ
う
。

『
浄
土
宗
全
書
』
第
五
巻
の
記
す
と
こ
ろ
で
は
、
元
照
の
義
疏
の
文
と
戒
度
の

記
と
が
交
互
に
示
さ
れ
て
お
り
、
親
鸞
が
引
い
て
い
る
よ
う
な
形
式
に
は
な
っ
て

い
な
い
。

〔
疏
〕
不
簡
愚
智
。
不
擇
豪
賤
。
不
論
久
近
。
不
選
善
惡
。

〔
記
〕
不
下
四
句
。
所
攝
之
機
。
愚
智
則
性
有
利
鈍
。
貴
賤
則
報
有
強
弱
。

久
近
則
功
有
淺
深
。
善
惡
則
行
有
好
醜
。

〔
疏
〕
唯
取
決
誓
猛
信
。
臨
終
惡
相
。
十
念
往
生
。〔
記
〕
唯
下
三
句
。
感
生

行
相
。
臨
終
惡
相
。
卽
觀
經
下
品
下
生
。
地
獄
猛
火
一
時
倶
至
等
。
十
念
往

生
。
卽
下
生
中
。
具
足
十
念
等
。（
浄
土
宗
全
書
五
、六
九
六
頁
）

信
巻
本
の
用
例
は
右
の
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
信
巻
末
で
は
、
ま
ず
『
涅
槃

経
』
梵
行
品
（
北
本
巻
十
九
、
大
正
一
二
、四
七
四
頁
上
。
南
本
巻
十
七
、
大
正

一
二
、七
一
七
頁
上 

）
に
説
か
れ
る
阿
闍
世
の
父
殺
し
の
物
語
が
延
々
と
引
か
れ

る
中
に
、「
地
獄
」
の
語
が
繰
り
返
し
登
場
す
る
。

（
６
）『
涅
槃
経
』
梵
行
品
（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

又
言
く
、「
爾
の
時
に
王
舎
大
城
に
阿
闍
世
王
あ
り
。
其
の
性
弊
惡
に
し
て

善
く
殺
戮
を
行
ず
。
口
の
四
惡
、
貪
・
恚
・
愚
癡
を
具
し
て
其
の
心
熾
盛
な

り
。｛
乃
至
｝
而
る
に
眷
屬
の
爲
に
現
世
の
五
欲
の
樂
に
貪
著
す
る
が
故
に
、

父
の
王
辜
无
き
に
横
に
逆
害
を
加
す
。
父
を
害
す
る
に
因
り
て
、
己
れ
が
心

に
悔
熱
を
生
ず
。｛
乃
至
｝
心
悔
熱
す
る
が
故
に
徧
體
に
瘡
を
生
ず
。
其
の

瘡
臭
穢
に
し
て
附
近
す
べ
か
ら
ず
。
尋
ち
自
ら
念
言
す
ら
く
、
我
今
此
身
に

已
に
華
報
を
受
け
た
り
、
地
獄
の
果
報
將
に
近
づ
き
て
遠
か
ら
ず
。
爾
の
時

に
其
の
母
韋
提
希
后
、
種
種
の
藥
を
以
て
爲
に
之
を
塗
る
。
其
の
瘡
遂
に
增

す
れ
ど
も
降
損
有
る
こ
と
無
し
。（
聖
典
全
二
、
一
〇
五
頁
）

阿
闍
世
は
父
王
を
殺
し
た
こ
と
を
後
悔
し
、
自
責
の
念
か
ら
体
中
に
瘡
が
で

き
、
こ
れ
は
地
獄
に
堕
ち
る
前
触
れ
で
あ
る
と
恐
怖
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
そ
の

阿
闍
世
の
苦
悩
に
対
し
て
、
六
人
の
大
臣
が
交
互
に
登
場
し
、
そ
れ
ぞ
れ
堕
地
獄

を
お
そ
れ
る
必
要
は
な
い
と
説
得
す
る
の
で
あ
る
。

（
７
）『
涅
槃
経
』
梵
行
品
・
続
（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

時
に
大
臣
有
り
、
日
月
稱
と
名
づ
く
。（
中
略
）
王
、
臣
に
答
へ
て
言
は
ま

く
、
我
れ
今
身
心
豈
に
痛
ま
ざ
る
こ
と
を
得
ん
や
。
我
が
父
辜
無
き
に
横
に

逆
害
を
加
す
。
我
れ
智
者
に
從
り
て
曾
て
是
の
義
を
聞
き
き
。
世
に
五
人
有

り
、
地
獄
を
脱
れ
ず
と
。
謂
く
五
逆
罪
な
り
。
我
れ
今
已
に
无
量
无
邊
阿
僧

祇
の
罪
有
り
。
云
何
ぞ
身
心
を
し
て
痛
ま
ざ
る
こ
と
を
得
ん
。（
中
略
）
王

の
言
ま
ふ
所
の
如
し
、
世
に
五
人
有
り
、
地
獄
を
脱
れ
ず
と
は
、
誰
か
往
き

て
之
を
見
て
、
來
り
て
王
に
語
る
や
。
地
獄
と
言
ふ
は
、
直
に
是
れ
世
間
に

多
く
智
者
説
か
く
、
王
の
言
ふ
所
の
如
し
、
世
に
良
醫
の
身
心
を
治
す
る
者
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无
け
ん
。
今
大
醫
有
り
、
富
闌
那
と
名
づ
く
。（
聖
典
全
二
、
一
〇
六
頁
）

（
中
略
）

王
卽
ち
答
へ
て
言
く
、
我
れ
今
身
心
云
何
ぞ
痛
ま
ざ
ら
ん
。
我
れ
こ
れ
癡
盲

に
し
て
慧
目
有
る
こ
と
无
し
。
諸
の
惡
友
に
近
づ
き
て
こ
れ
善
く
提
婆
達
多

惡
人
の
言
ば
に
隨
ひ
て
正
法
の
王
に
横
に
逆
害
を
加
す
。
我
れ
昔
曾
て
智
人

の
偈
説
を
聞
き
き
。

若
し
父
母　

佛
及
弟
子
に
於
て　

不
善
の
心
を
生
じ　

惡
業
を
起
さ
ん

　

是
の
如
き
の
果
報　

阿
鼻
獄
に
在
り
と

是
事
を
以
て
の
故
に
、我
れ
心
怖
し
て
大
苦
惱
を
生
ぜ
し
む
と
。（
聖
典
全
二
、

一
〇
七
頁
）

（
７
）
の
後
半
部
分
は
大
臣
・
蔵
徳
と
の
問
答
で
あ
り
、
次
の
（
８
）
は
実
徳
、

さ
ら
に
（
９
）
は
悉
知
義
と
い
う
大
臣
と
の
問
答
で
あ
る
。

（
８
）『
涅
槃
経
』
梵
行
品
・
続
（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

曾
し
智
者
の
是
の
如
き
の
言
を
作
し
し
を
聞
き
き
。
若
し
人
、母
と
通
じ
て
、

及
び
比
丘
尼
を
汚
し
、
僧
祇
物
を
偸
み
、
无
上
菩
提
心
を
發
せ
る
人
を
殺
し
、

及
び
其
の
父
を
殺
せ
ん
。
是
の
如
き
の
人
は
必
定
し
て
當
に
阿
鼻
地
獄
に
墮

す
べ
し
と
。（
聖
典
全
二
、一
〇
八
頁
）

　
（
９
）『
涅
槃
経
』
梵
行
品
・
続
（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

我
れ
亦
曾
て
智
者
説
き
て
言
し
を
聞
き
き
。若
し
父
を
害
す
る
こ
と
有
れ
ば
、

當
に
无
量
阿
僧
祇
劫
に
於
て
大
苦
惱
を
受
く
べ
し
と
。
我
れ
今
久
し
か
ら
ず

し
て
必
ず
地
獄
に
墮
せ
ん
。（
聖
典
全
二
、一
〇
八
〜
一
〇
九
頁
）

こ
れ
に
対
し
て
大
臣
・
悉
知
義
は
、
過
去
に
父
を
殺
し
て
王
位
に
就
い
た
者
の

名
を
列
挙
し
、「
是
の
如
き
等
の
王
、
皆
其
の
父
を
害
し
て
王
位
を
紹
ぐ
こ
と
を

得
た
り
き
。
然
る
に
一
と
し
て
王
の
地
獄
に
入
る
者
无
し
」
と
慰
め
、「
地
獄
・

餓
鬼
・
天
中
と
言
ふ
と
雖
も
、
誰
か
見
る
者
有
る
や
」
と
言
う
。（
聖
典
全
二
、

一
〇
九
）

次
に
登
場
す
る
大
臣
・
吉
徳
は
、
地
獄
と
い
う
言
葉
の
語
源
論
を
持
ち
出
し
、

そ
も
そ
も
地
獄
な
ど
無
い
の
だ
と
言
う
。

（
10
）『
涅
槃
経
』
梵
行
品
・
続
（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

地
獄
と
言
ふ
は
、
何
の
義
有
り
と
か
せ
ん
。
臣
、
當
に
之
を
説
く
べ
し
と
。

地
は
地
に
名
づ
く
、
獄
は
破
に
名
づ
く
。
地
獄
を
破
せ
ん
、
罪
報
有
る
こ
と

无
け
ん
。
是
を
地
獄
と
名
づ
く
。
又
た
復
た
地
は
人
に
名
づ
く
、
獄
は
天
に

名
づ
く
。
其
の
父
を
害
す
る
を
以
て
の
故
に
人
天
に
到
ら
ん
。
是
の
義
を
以

て
の
故
に
婆
蘇
仙
人
、
唱
え
て
言
く
、
羊
を
殺
し
て
人
天
の
樂
を
得
く
。
是

を
地
獄
と
名
づ
く
。
又
た
復
た
地
は
命
に
名
づ
く
、
獄
は
長
に
名
づ
く
。
殺

彼
の
壽
命
の
長
を
以
て
の
故
に
地
獄
と
名
づ
く
。
大
王
、
是
の
故
に
當
に
知

る
べ
し
、
實
に
地
獄
无
け
ん
と
。
大
王
、
麥
を
種
て
麥
を
得
、
稻
を
種
て
稻

を
得
る
が
如
し
。
地
獄
を
殺
し
て
は
、
還
て
地
獄
を
得
ん
。
人
を
殺
害
し
て

は
、
還
て
人
を
得
べ
し
。
大
王
、
今
當
に
臣
の
所
説
を
聽
く
に
、
實
に
殺
害

无
か
る
べ
し
と
。（
聖
典
全
二
、
一
〇
九
〜
一
一
〇
頁
）
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し
か
し
、
こ
れ
ら
の
大
臣
の
説
得
も
、
阿
闍
世
に
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
も
の
と

は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
最
後
に
登
場
す
る
の
が
耆
婆
で
あ
る
。
阿
闍
世
の
機
嫌

を
伺
う
耆
婆
に
対
し
て
、
阿
闍
世
は
初
め
同
じ
よ
う
に
地
獄
へ
の
恐
怖
を
語
る
。

（
11
）『
涅
槃
経
』
梵
行
品
・
続
（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

我
れ
昔
曾
て
智
者
説
き
て
言
ふ
こ
と
を
聞
き
き
。
身
口
意
業
若
し
淸
淨
な
ら

ず
は
、
當
に
知
る
べ
し
是
の
人
必
ず
地
獄
に
墮
せ
ん
と
。
我
れ
亦
た
是
の
如

し
。云
何
ぞ
當
に
安
穏
に
眠
る
こ
と
を
得
べ
き
や
。（
聖
典
全
二
、
一
一
一
頁
）

し
か
し
、
先
の
大
臣
た
ち
が
阿
闍
世
の
行
為
を
弁
護
し
て
い
た
の
と
は
異
な

り
、
耆
婆
は
そ
の
罪
を
慚
愧
す
る
阿
闍
世
の
心
が
尊
い
と
述
べ
る
。「
慚
愧
な
き

者
は
名
づ
け
て
人
と
せ
ず
、
名
づ
け
て
畜
生
と
す
」
と
い
う
耆
婆
の
言
葉
が
こ
こ

で
語
ら
れ
る
。
耆
婆
は
今
こ
そ
釈
尊
を
訪
ね
る
よ
う
に
と
勧
め
る
が
、
阿
闍
世
は

躊
躇
す
る
。
す
る
と
、
空
中
よ
り
先
王
の
声
が
し
て
、
阿
闍
世
は
悶
絶
す
る
の
で

あ
る
。

『
涅
槃
経
』
の
引
文
は
こ
こ
で
一
段
落
し
、
次
は
場
面
が
変
わ
っ
て
阿
闍
世

の
苦
悩
を
哀
れ
む
釈
尊
の
慈
悲
心
を
述
べ
る
段
と
な
る
（
北
本
巻
二
〇
、
大
正

一
二
、
四
八
〇
頁
下
、
南
本
巻
一
八
、
大
正
一
二
、
七
二
三
頁
下
）。
こ
こ
に
お

い
て
、
仏
は
「
阿
闍
世
の
為
に
涅
槃
に
入
ら
ず
」
と
述
べ
、
月
愛
三
昧
に
入
っ
て

阿
闍
世
を
照
護
し
、
ま
た
一
人
七
子
の
喩
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。（
聖
典
全
二
、

一
一
二
〜
一
一
四
頁
）

（
12
）『
涅
槃
経
』
梵
行
品
（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

爾
の
時
に
佛
、
諸
の
大
衆
に
告
げ
て
言
く
、
一
切
衆
生
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩

提
近
因
縁
の
爲
に
は
、
善
友
を
先
と
す
る
に
は
し
か
ず
。（「
无
先
」
を
こ
の

よ
う
に
読
ん
で
い
る
）
何
を
以
て
の
故
に
。
阿
闍
世
王
、
若
し
耆
婆
の
語
に

隨
順
せ
ず
は
、
來
月
の
七
日
、
必
定
し
て
命
終
し
て
阿
鼻
獄
に
墮
せ
ん
。
是

の
故
に
日
に
近
づ
き
に
た
り
、
善
友
に
若
く
こ
と
莫
か
れ
。

阿
闍
世
王
、
復
た
前
路
に
於
て
聞
く
、
舎
婆
提
に
毗
瑠
璃
王
、
船
に
乘
じ
て

海
邊
に
入
り
て
災
し
て
死
ぬ
。
瞿
伽
離
比
丘
、
生
身
に
地
に
入
り
て
阿
鼻
獄

に
至
れ
り
。
須
那
刹
多
は
種
種
の
惡
を
作
り
し
か
ど
も
、
佛
所
に
到
り
て
衆

罪
消
滅
し
ぬ
と
。
是
の
語
を
聞
き
已
り
て
、
耆
婆
に
語
り
て
言
は
ま
く
、
吾

れ
今
是
の
如
き
の
二
語
を
聞
く
と
雖
も
、
猶
ほ
未
だ
審
か
な
ら
ず
。
定
て
汝

來
れ
り
。
耆
婆
、
吾
れ
汝
と
同
じ
く
一
象
に
載
ら
ん
と
欲
ふ
。
設
ひ
我
れ
當

に
阿
鼻
地
獄
に
入
る
べ
く
と
も
、
冀
は
く
は
汝
投
持
し
て
我
れ
を
し
て
墮
と

さ
し
め
ざ
れ
と
。
何
を
以
て
の
故
に
。
吾
れ
昔
曾
て
聞
き
き
、
得
道
の
人
、

地
獄
に
入
ら
ず
と
。｛
乃
至
｝云
何
ん
ぞ
説
き
て
定
て
地
獄
に
入
る
と
言
は
ん
。

（
聖
典
全
二
、
一
一
四
〜
一
一
五
頁
）

こ
の
引
文
の
最
後
に
あ
る
「
云
何
ん
ぞ
・
・
・
」
は
「
乃
至
」
で
略
さ
れ
た
そ

の
前
の
段
、
即
ち
「
一
切
法
に
定
相
無
し
」
と
説
く
仏
説
を
受
け
た
言
葉
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
釈
尊
は
、
頻
婆
沙
羅
王
が
仙
人
を
殺
し
て
後
悔
し
、
死
体
を
供
養

し
た
こ
と
に
よ
り
地
獄
に
堕
ち
な
か
っ
た
と
い
う
話
を
し
、
阿
闍
世
の
罪
が
不
定

で
あ
る
と
述
べ
る
。

（
13
）『
涅
槃
経
』
梵
行
品
・
続
（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

先
王
、
是
の
如
く
尚
輕
く
受
く
こ
と
を
得
て
、
地
獄
に
墮
ち
ず
。
況
ん
や
王
、



八

爾
ら
ず
し
て
當
に
地
獄
の
果
報
を
受
く
べ
け
ん
や
。・
・
・

頻
婆
沙
羅
、
現
世
の
中
に
於
て
亦
た
善
果
及
以
惡
果
を
得
た
り
。
是
の
故
に

先
王
亦
た
復
た
不
定
な
り
。
不
定
を
以
て
の
故
に
殺
も
亦
た
不
定
な
り
。
殺

不
定
は
云
何
し
て
か
定
て
地
獄
に
入
る
と
言
は
ん
と
。（
聖
典
全
二
、一
一
六
頁
）

以
下
、
釈
尊
は
さ
ま
ざ
ま
な
教
説
を
も
っ
て
、
阿
闍
世
が
必
ず
地
獄
に
堕
す
と

決
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
先
に
あ

げ
た
六
師
外
道
の
説
と
区
別
が
つ
か
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
説

得
力
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
突
然
、
阿
闍
世
は
伊
蘭
樹
と
栴
檀
樹
の
喩
を
挙
げ
て
無
根
の
信
の
生

じ
た
こ
と
を
述
べ
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

（
14
）『
涅
槃
経
』
梵
行
品
・
続
（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

世
尊
、
我
れ
若
し
如
來
世
尊
に
遇
は
ず
は
、
當
に
无
量
阿
僧
祇
劫
に
於
て
大

地
獄
に
在
り
て
无
量
の
苦
を
受
く
べ
し
。
我
れ
今
佛
を
見
た
て
ま
つ
る
。
是

れ
佛
を
見
る
を
以
て
得
る
所
の
功
徳
、衆
生
の
煩
惱
惡
心
を
破
壞
せ
し
む
と
。

（
聖
典
全
二
、
一
一
八
〜
一
一
九
頁
）

「
是
れ
佛
を
見
る
を
以
て
得
る
所
の
功
徳
」
の
部
分
は
、「
以
是
見
佛
所
得
功

徳
。
破
壞
衆
生
煩
惱
惡
心
」
と
あ
る
。
坂
東
本
の
訓
点
で
は
、
こ
の
よ
う
に
読
む

し
か
な
い
が
、
西
・
高
本
で
は
訓
点
が
異
な
り
、「
是
を
以
て
佛
の
得
た
ま
ふ
所

の
功
徳
を
見
た
て
ま
つ
り
」
と
い
う
読
み
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
釈
尊
が
「
大
王
、
善
い
哉
、
善
い
哉
、
我
れ
今
、
汝
必
ず
能

く
衆
生
の
惡
心
を
破
壞
す
る
こ
と
を
知
れ
り
」
と
讃
め
る
と
、
阿
闍
世
は
さ
ら
に

次
の
よ
う
に
言
う
。

（
15
）『
涅
槃
経
』
梵
行
品
・
続
（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

世
尊
、
若
し
我
れ
審
か
に
能
く
衆
生
の
諸
の
惡
心
を
破
壞
せ
ば
、
我
れ
常
に

阿
鼻
地
獄
に
在
り
て
、
无
量
劫
の
中
に
諸
の
衆
生
の
爲
に
苦
惱
を
受
け
し
む

〔
も
〕、
以
て
苦
と
せ
ず
。（
※
坂
東
本
で
は〔
も
〕の
送
り
仮
名
は
無
い
。）（
聖

典
全
二
、一
一
九
頁
）

す
な
わ
ち
、
堕
地
獄
の
恐
怖
に
慄
い
て
い
た
阿
闍
世
が
、
仏
の
慈
悲
心
に
触
れ

て
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
を
苦
と
し
な
い
と
い
う
境
地
に
至
っ
た
と
言
う
の
で
あ

る
。
阿
闍
世
の
回
心
が
堕
地
獄
と
の
関
連
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
点
が
重
要
で

あ
り
、
そ
れ
は
地
獄
を
免
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
く
、
地
獄
を
も
受
け
入
れ
る

境
地
を
得
た
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

阿
闍
世
の
回
心
を
見
て
、
摩
伽
陀
国
の
人
民
は
菩
提
心
を
発
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
阿
闍
世
の
罪
は
軽
く
な
る
。
阿
闍
世
は
無
常
の
身
を
捨
て
て
常
身
を
得
た
と
慶

び
、
諸
の
衆
生
に
菩
提
心
を
発
さ
し
め
る
。
こ
の
後
、
仏
の
大
慈
悲
を
讃
歎
す
る

偈
頌
に
続
い
て
、
釈
尊
は
阿
闍
世
を
讃
え
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

（
16
）『
涅
槃
経
』
梵
行
品
・
続
（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

爾
の
時
に
世
尊
、
阿
闍
世
王
を
讚
め
た
ま
は
く
、
善
い
哉
、
善
い
哉
、
若
し

人
有
り
て
能
く
菩
提
心
を
發
せ
ん
。
當
に
知
る
べ
し
是
の
人
は
則
ち
諸
佛
大

衆
を
荘
嚴
す
と
す
。



九

大
王
、
汝
昔
已
に
毗
婆
尸
佛
の
み
も
と
に
し
て
、
初
め
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三

菩
提
心
を
發
し
き
。
是
れ
從
り
已
來
、
我
が
出
世
に
至
る
ま
で
、
其
の
中
間

に
於
て
未
だ
曾
て
復
た
地
獄
に
墮
し
て
苦
を
受
け
ず
。
大
王
、
當
に
知
る

べ
し
、
菩
提
の
心
は
、
乃
し
是
の
如
き
无
量
の
果
報
有
り
。（
聖
典
全
二
、

一
二
〇
〜
一
二
一
頁
）

こ
れ
に
続
い
て
経
典
は
、
阿
闍
世
以
下
摩
伽
陀
国
の
人
民
が
釈
尊
の
周
り
を
三

帀
し
て
宮
に
還
っ
た
と
記
し
、
梵
行
品
が
終
わ
る
の
で
あ
る
。

次
に
迦
葉
品
（
北
本
巻
三
四
、
大
正
一
二
、
三
六
五
頁
中
、
南
本
巻
三
一
、
大

正
二
一
、
八
二
頁
下
）
が
引
か
れ
る
。
こ
れ
は
王
舎
城
の
悲
劇
が
起
こ
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
、
提
婆
達
多
と
阿
闍
世
の
関
係
を
語
る
段
で
あ
り
、
話
と
し
て
は
時

を
遡
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

（
17
）『
涅
槃
経
』
迦
葉
品
（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

提
婆
達
多
、
尋
ち
の
時
に
地
に
躄
れ
て
、
其
の
身
の
邊
よ
り
大
暴
風
を
出

し
て
、
諸
の
塵
土
を
吹
き
て
之
を
汚
坌
す
。
提
婆
達
多
、
惡
相
を
見
已
り

て
、
復
た
是
の
言
を
作
さ
く
、
若
し
我
が
此
身
、
現
世
に
必
ず
阿
鼻
地
獄
に

入
ら
ば
、
我
が
惡
、
當
に
是
の
如
き
の
大
惡
を
報
う
べ
し
と
。（
聖
典
全
二
、

一
二
二
頁
）　

こ
れ
は
釈
尊
に
反
逆
し
よ
う
と
し
た
提
婆
達
多
に
そ
の
罪
の
報
い
が
現
れ
、
地

獄
に
入
る
こ
と
を
恐
れ
る
と
い
う
一
段
で
あ
る
と
読
め
る
が
、「
我
惡
當
報
如
是

大
惡
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
。

続
い
て
、
難
化
の
三
機
、
難
治
の
三
病
は
大
悲
の
本
願
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
り

救
済
さ
れ
る
と
い
う
結
論
を
述
べ
る
自
釈
が
あ
っ
て
、『
論
註
』が
引
か
れ
て
い
る
。

内
容
は
、『
大
経
』
に
は
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
に
、『
観

経
』
は
五
逆
の
救
い
は
説
く
が
謗
法
に
は
触
れ
て
い
な
い
。『
涅
槃
経
』
で
は
難

治
の
三
病
・
難
化
の
三
機
と
説
く
。
こ
れ
ら
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
い

を
出
し
て
こ
れ
に
答
え
た
も
の
で
、
こ
こ
に
地
獄
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
五
か
所

あ
る
。（

18
）『
論
註
』（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

『
經
』
に
言
く
、
五
逆
の
罪
人
、
阿
鼻
大
地
獄
の
中
に
墮
し
て
、
具
に
一
劫

重
罪
を
受
く
。
誹
謗
正
法
の
人
は
阿
鼻
大
地
獄
の
中
に
墮
し
て
、
此
の
劫
若

し
盡
れ
ば
復
た
轉
じ
て
他
方
の
阿
鼻
大
地
獄
の
中
に
至
る
。
是
の
如
く
展
轉

し
て
百
千
の
阿
鼻
大
地
獄
を
逕
。
佛
、
出
づ
る
こ
と
を
得
る
時
節
を
記
し
た

ま
は
ず
。
誹
謗
正
法
の
罪
、
極
重
な
る
を
以
て
の
故
な
り
。（
聖
典
全
二
、

一
二
五
〜
一
二
六
頁
）

こ
こ
に
言
う
『
経
』
は
、『
大
品
般
若
経
』
か
と
思
わ
れ
る
が
、鳩
摩
羅
什
訳
『
摩

訶
般
若
波
羅
蜜
經
』
に
は
、
般
若
を
否
定
す
る
者
は
一
切
諸
仏
の
智
を
否
定
す
る

者
で
あ
る
か
ら
、
大
地
獄
か
ら
大
地
獄
へ
と
無
量
歳
に
わ
た
っ
て
経
巡
る
と
説
か

れ
て
い
る
の
み
で
、
誹
謗
正
法
の
罪
と
阿
鼻
大
地
獄
と
を
明
確
に
結
び
付
け
て
述

べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

呰
毀
深
般
若
波
羅
蜜
故
。
則
爲
呰
毀
過
去
未
來
現
在
諸
佛
一
切
智
一
切
種



一
〇

智
。
是
人
毀
呰
三
世
諸
佛
一
切
智
。
故
起
破
法
業
。
破
法
業
因
縁
集
故
。
無

量
百
千
萬
億
歳
。
墮
大
地
獄
中
。
是
破
法
人
輩
。
從
一
大
地
獄
。
至
一
大
地

獄
。
若
火
劫
起
時
。
至
他
方
大
地
獄
中
。
生
在
彼
間
。
從
一
大
地
獄
。
至
一

大
地
獄
。
彼
間
若
火
劫
起
時
。
復
至
他
方
大
地
獄
中
。
生
在
彼
間
。
從
一
大

地
獄
。
至
一
大
地
獄
。
如
是
遍
十
方
。
彼
間
若
火
劫
起
故
從
彼
死
。
破
法
業

因
縁
未
盡
故
。
還
來
是
間
大
地
獄
中
生
此
間
。
亦
從
一
大
地
獄
。
至
一
大
地

獄
。
受
無
量
苦
。（
大
正
八
、
三
〇
四
頁
下
）

（
19
）『
論
註
』（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

汝
、
五
逆
・
十
惡
繋
業
等
を
重
と
し
、
下
下
品
の
人
の
十
念
を
以
て
輕
と
し

て
、
罪
の
爲
に
牽
か
れ
て
先
づ
地
獄
に
墮
し
て
三
界
に
繋
在
す
べ
し
と
謂
は

ば
、今
當
に
義
を
以
て
輕
重
の
義
を
校
量
す
べ
し
。（
聖
典
全
二
、一
二
七
頁
）

こ
の
引
文
は
、
十
念
の
念
仏
は
五
逆
の
悪
業
等
よ
り
も
重
い
こ
と
を
論
証
し
、

下
下
品
の
者
が
往
生
で
き
る
こ
と
は
「
業
道
は
秤
の
如
し
、
重
き
も
の
先
づ
牽

く
」
と
い
う
道
理
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

「
信
巻
末
」
で
は
、
さ
ら
に
『
観
経
疏
』「
散
善
義
」
を
引
い
て
「
抑
止
門
」
の

義
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
地
獄
に
つ
い
て
二
か
所
の
言
及
が
あ
る
。

（
20
）『
散
善
義
』（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

四
十
八
願
の
中
の
如
き
、
謗
法
・
五
逆
を
除
く
こ
と
は
、
然
る
に
此
の
二
業
、

其
の
障
り
極
重
な
り
。
衆
生
若
し
造
れ
ば
、
直
に
阿
鼻
に
入
り
て
歴
劫
周
章

し
て
出
づ
べ
き
に
由
无
し
。
但
如
來
、
其
れ
斯
の
二
の
過
を
造
ら
ん
を
恐
れ

て
、
方
便
し
て
止
て
往
生
を
得
ず
と
言
へ
り
。
亦
た
是
れ
攝
せ
ざ
る
に
は
あ

ら
ざ
る
也
。（
聖
典
全
二
、
一
二
八
頁
）

（
21
）『
散
善
義
』（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

『
經
』
に
云
く
、
猶
ほ
比
丘
の
三
禪
の
樂
に
入
る
が
如
き
也
と
、
知
る
べ
し
。

華
の
中
に
在
り
て
、
多
劫
開
か
ず
と
雖
も
、
阿
鼻
地
獄
の
中
に
し
て
長
時
永

劫
に
諸
の
苦
痛
を
受
け
ん
に
勝
れ
ざ
る
べ
け
ん
や
。（
聖
典
全
二
、
一
二
九

頁
）

「
三
禪
の
樂
」
と
い
う
の
は
、
色
界
・
第
三
禅
天
の
楽
し
み
と
い
う
こ
と
で
、

逆
謗
の
者
は
往
生
で
き
な
い
の
で
は
な
い
が
、
長
い
間
、
花
の
中
に
生
ま
れ
て
仏

を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
地
獄
の
苦
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
優
れ

て
い
る
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う『
経
』と
は『
悲
華
経
』と
さ
れ
て
い
る
。

『
悲
華
経
』
に
は
、
転
輪
聖
王
が
頭
上
、
両
肩
、
両
手
両
足
等
に
灯
火
を
載
せ
て

如
来
を
供
養
し
て
も
、
仏
力
に
よ
り
苦
痛
を
感
ず
る
こ
と
は
な
く
、
比
丘
が
第
三

禅
に
入
る
が
如
き
喜
び
が
あ
る
、
と
い
う
一
段
が
見
え
る
が
、『
散
善
義
』
の
文

が
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
か
ど
う
か
、
判
然
と
し
な
い
。

時
轉
輪
王
其
夜
於
佛
及
大
衆
前
。
然〔
燃
〕百
千
無
量
億
那
由
他
燈
。
善
男
子
。

時
轉
輪
王
頂
戴
一
燈
。
肩
荷
二
燈
。
左
右
手
中
執
持
四
燈
。
其
二
膝
上
各
置

一
燈
。
兩
足
趺
上
亦
各
一
燈
。
如
是
竟
夜
。
供
養
如
來
。
佛
神
力
故
。
身
心

快
樂
。
無
有
疲
極
。
譬
如
比
丘
入
第
三
禪
。
轉
輪
聖
王
所
受
快
樂
。
亦
復
如

是
。（
大
正
三
、一
七
五
頁
下
）



一
一

こ
の
後
、「
ま
た
い
は
く
」
と
し
て
『
法
事
讃
』
の
引
文
が
あ
る
が
、
逆
謗
・

闡
提
摂
不
の
最
終
結
論
と
し
て
「
回
心
す
れ
ば
皆
往
く
」
と
述
べ
る
の
み
で
、
直

接
に
は
地
獄
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。

続
い
て
「
五
逆
と
言
ふ
は
」
と
し
て
「
若
し
淄
州
に
依
る
に
五
逆
に
二
あ

り
・
・
・
」
の
文
が
引
か
れ
る
。
淄
州
と
は
中
国
法
相
宗
第
二
祖
慧
沼
（
六
四
九

〜
七
一
四
）
で
あ
る
が
、
こ
の
文
は
永
観
（
一
〇
三
三
〜
一
一
一
一
）
の
『
往
生

拾
因
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

『
往
生
拾
因
』
は
、
三
乗
の
五
逆
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

（
22
）
『
往
生
拾
因
』（
信
巻
末
・
明
所
被
機　

引
文
）

一
は
三
乘
の
五
逆
な
り
。
謂
く
、
一
は
故
に
思
ひ
て
父
を
殺
す
、
二
は
故
に

思
ひ
て
母
を
殺
す
、
三
は
故
に
思
ひ
て
羅
漢
を
殺
す
、
四
は
倒
見
し
て
和
合

僧
を
破
す
、
五
は
惡
心
を
も
て
佛
身
よ
り
血
を
出
す
。
恩
田
に
背
き
福
田
に

違
す
る
を
以
て
の
故
に
、之
を
名
づ
け
て
逆
と
す
。
此
の
逆
を
執
す
る
者
は
、

身
壞
れ
命
終
え
て
、
必
定
し
て
无
間
地
獄
に
墮
し
て
、
一
大
劫
の
中
に
无
間

の
苦
を
受
け
ん
、
无
間
業
と
名
づ
く
と
。（
聖
典
全
二
、
一
二
九
頁
）

こ
の
後
、『
往
生
拾
因
』
は
『
倶
舎
論
』
の
中
に
「
五
無
間
の
同
類
の
業
」
有

り
と
説
き
、
母
や
無
学
尼
を
汚
す
の
は
殺
母
の
同
類
、
住
定
の
菩
薩
を
殺
す
の
は

殺
父
の
同
類
、
等
を
引
き
、
ま
た
大
乗
の
五
逆
と
し
て
『
薩
遮
尼
乾
子
経
』
お
よ

び
『
十
輪
経
』
の
説
く
五
逆
を
挙
げ
て
い
る
。

『
往
生
拾
因
』
の
原
文
は
左
の
如
く
で
あ
る
が
、
二
、
三
の
文
言
の
相
違
を
除

け
ば
、
親
鸞
が
当
該
箇
所
の
ほ
ぼ
全
文
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

五
逆
者
。
若
依
溜
州
五
逆
有
二
。
一
者
三
乘
五
逆
。
謂
一
者
故
思
殺
父
。

二
者
故
思
殺
母
。
三
者
故
思
殺
羅
漢
。
四
者
倒
見
破
和
合
僧
。
五
者
惡
心
出

佛
身
血
。
以
背
恩
田
違
福
田
。
故
名
之
爲
逆
。
犯
此
逆
者
身
壞
命
終
。
必
定

墮
於
無
間
地
獄
。
一
大
劫
中
受
無
間
苦
。
名
無
間
業
。
又
倶
舍
論
中
。
有
五

無
間
同
類
業
。
彼
頌
曰
。
汚
母
無
學
尼
。
殺
母
罪
同
類
。
殺
住
定
菩
薩
。
殺

父
罪
同
類
。
及
有
學
聖
者
。
殺
羅
漢
同
類
。
奪
僧
和
合
縁
。
破
僧
罪
同
類
。

破
壞
卒
都
婆
。
出
佛
身
血
同
類
。

　

二
者
大
乘
五
逆
。
如
薩
遮
尼
乾
子
經
説
。
一
者
破
壞
塔
寺
焚
燒
經
藏
。
及

以
盜
用
三
寶
財
物
。
二
者
謗
三
乘
法
。
言
非
聖
教
。
障
破
留
難
。
隱
弊
覆
藏
。

三
者
於
一
切
出
家
人
。
若
有
戒
無
戒
持
戒
破
戒
。
打
罵
訶
責
。
説
過
禁
閉
。

還
俗
驅
使
債
調
斷
命
。
四
者
殺
父
害
母
出
佛
身
血
破
和
合
僧
殺
阿
羅
漢
。
五

者
謗
無
因
果
。
長
夜
常
行
十
不
善
業
。
已
上
。

　
〔
次
十
惡
者
。
身
三
口
四
意
三
。
如
常
十
中
、
前
四
名
四
重
禁
。
謂
、
殺

盜
婬
妄
語
也
。
若
依
十
輪
經
。
於
此
四
重
中
説
近
無
間
業
。
故
〕
彼
經
云
。

一 

起
不
善
心
殺
害
獨
覺
。
是
殺
生
。
二
婬
羅
漢
尼
。
是
欲
邪
行
。
三
侵
損

所
施
三
寶
財
物
。
是
不
與
取
。
四
倒
見
破
和
合
僧
衆
。
是
虚
誑
語
。
略
抄（
大

正
八
四
、九
四
頁
上
〜
中
）

〔 
〕
の
部
分
は
親
鸞
に
よ
っ
て
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
原
文
を
見
れ
ば
最
後
の

「
彼
の
經
に
云
く
」
と
は
『
十
輪
経
』
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
慧
沼
の
『
金
光
明
最
勝
王
経
疏
』
巻
三
は
、
五
逆
に
関
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
お
り
、『
往
生
拾
因
』
が
「
若
し
溜
州
に
依
る
に
」
と
し
て
い
る
の
は
、

こ
れ
ら
を
も
と
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



一
二

　

依
大
乘
經
所
説
五
逆
。
非
三
乘
通
説
。
言
五
逆
者
。
準
薩
遮
尼
乾
子
經
。

一
不
得
破
塔
壞
寺
焚
燒
經
像
。
及
用
盜
三
寶
財
物
。
二
謗
三
乘
法
言
非
聖

教
。
障
礙
留
難
隱
弊
覆
藏
。
三
於
一
切
出
家
人
所
若
有
戒
無
戒
持
戒
破
戒
打

罵
訶
嘖
。
説
過
禁
閉
還
俗
驅
使
責
調
斷
命
。
四
不
得
殺
父
害
母
出
佛
身
血

破
和
合
僧
殺
阿
羅
漢
。
五
不
得
謗
無
因
果
。
長
夜
常
行
十
不
善
業
。（
大
正

三
九
、二
三
七
頁
上
）

　

依
薩
遮
尼
乾
子
經
等
有
大
乘
五
逆
經
。
惡
心
出
佛
身
血
。
誹
謗
正
法
。
破

和
合
僧
。
殺
阿
羅
漢
。
殺
害
父
母
。　

賛
曰
。
此
之
五
逆
三
乘
通
説
。（
大

正
三
九
、二
四
三
頁
下
）

真
仏
土
巻
の
用
例　

以
上
が
信
巻
の
用
例
で
あ
る
が
、
ま
た
真
仏
土
巻
に
も
『
涅

槃
経
』
の
引
用
の
中
に
地
獄
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。

（
23
）『
涅
槃
経
』
迦
葉
品
（
真
仏
土
巻
・
真
仏
土
釈　

引
文
）

亦
た
一
闡
提
の
輩
ら
、地
獄
に
墮
し
て
壽
命
一
劫
な
り
と
説
く
べ
か
ら
ず
と
。

善
男
子
、
是
の
故
に
如
來
、
一
切
の
法
は
定
相
有
る
こ
と
无
し
と
説
き
た
ま

へ
り
。（
聖
典
全
二
、一
六
五
頁
）

（
24
）『
涅
槃
経
』
迦
葉
品
・
続
（
真
仏
土
巻
・
真
仏
土
釈　

引
文
）

佛
を
亦
た
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
人
・
天
と
名
づ
く
。
亦
た
過
去
・
現
在
・

未
來
と
名
づ
く
。
是
を
一
義
に
无
量
の
名
を
説
く
と
名
づ
く
。（
聖
典
全

二
、
一
六
七
頁
）

（
24
）
は
（
23
）
に
「
一
切
の
法
は
定
相
有
る
こ
と
无
し
」
と
説
か
れ
る
こ
と

を
受
け
た
文
脈
で
、
如
来
は
「
一
名
の
法
に
於
い
て
无
量
の
名
を
説
く
、
一
義
の

中
に
於
い
て
无
量
の
名
を
説
く
、
无
量
の
義
に
於
い
て
无
量
の
名
を
説
く
」
と

し
、
一
義
に
無
量
の
名
を
説
く
例
と
し
て
「
佛
を
亦
た
地
獄
」
と
名
づ
く
と
示
し

た
も
の
で
、
地
獄
に
つ
い
て
説
く
こ
と
が
主
眼
で
は
な
い
。

真
仏
土
巻
に
お
け
る
『
涅
槃
経
』
の
引
意
は
、
浄
土
が
涅
槃
界
で
あ
る
こ
と
を

論
証
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
人
間
の
罪
業
性
を
問
題
と
し
た
信
巻
末

の
引
意
と
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
６
。

『
和
讃
』
と
『
消
息
』　

以
上
、『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
地
獄
に
つ
い
て
検
討
し

て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
引
文
で
あ
り
、
親
鸞
自
身
の
著
作
に
述
べ
ら
れ
る

地
獄
に
も
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
は
『
和
讃
』
の
中
に
、
地
獄
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
も
の
が
二
首
あ
る
。

（
25
）『
浄
土
和
讃
』「
諸
経
讃
」

衆
生
有
㝵
の
さ
と
り
に
て

无
㝵
の
仏
智
を
う
た
が
へ
ば

曾
婆
羅
頻
陀
羅
地
獄
に
て

多
劫
衆
苦
に
し
づ
む
な
り
（
聖
典
全
二
、三
八
六
頁
）

こ
れ
は
、
仏
智
を
疑
惑
す
る
罪
の
重
さ
を
指
摘
し
て
戒
め
た
も
の
と
言
え
る
。

「
曾
婆
羅
頻
陀
羅
地
獄
」
に
つ
い
て
は
、
康
僧
鎧
訳
と
さ
れ
る
『
無
量
寿
仏
名

号
利
益
大
事
因
縁
経
』
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。



一
三

濁
惡
世
一
切
有
情
。
若
以
有
碍
小
智
。
有
疑
於
佛
無
碍
智
。
不
可
思
義
智
。

不
可
稱
量
智
。
大
乘
勝
智
。
無
等
倫
最
上
智
。
疑
惑
不
信
。
以
疑
惑
故
。
無

数
多
劫
中
。
墮
曾
婆
羅
獄
。
或
入
頻
陀
羅
獄
。
受
苦
無
窮
。
無
有
出
期
。（
新

纂
大
日
本
続
蔵
経
巻
一
、三
六
一
頁
）

（
濁
惡
世
の
一
切
有
情
、
若
し
有
碍
の
小
智
を
以
て
、
佛
の
無
碍
智
・
不
可

思
義
智
・
不
可
稱
量
智
・
大
乘
勝
智
・
無
等
倫
最
上
智
に
於
い
て
疑
有
り
、

疑
惑
し
て
信
ぜ
ず
ば
、
疑
惑
を
以
て
の
故
に
無
数
多
劫
の
中
に
、
曾
婆
羅
獄

に
墮
ち
、或
は
頻
陀
羅
獄
に
入
り
、受
苦
無
窮
に
し
て
出
期
有
る
こ
と
無
し
。）

こ
の
『
無
量
寿
仏
名
号
利
益
大
事
因
縁
経
』
に
つ
い
て
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』

に
は
「
訳
経
目
録
中
に
は
曾
て
こ
の
経
名
が
見
当
た
ら
な
い
か
ら
、
恐
ら
く
偽
経

の
一
種
な
ら
ん
と
云
わ
れ
て
お
る
。
我
国
に
お
い
て
古
来
叡
山
檀
那
院
に
秘
蔵

せ
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
の
初
年
初
め
て
こ
れ
を
世
に
流
布
し
た
」（
第
十
巻
、

四
四
九
頁
）
と
あ
り
、
親
鸞
が
こ
れ
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
確
証
は
な
い
が
、
文
脈

と
し
て
は
こ
の
経
の
説
く
と
こ
ろ
に
沿
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

高
田
専
修
寺
蔵
国
宝
本
に
よ
れ
ば
、「
曾
婆
羅
頻
陀
羅
地
獄
」
に
「
ム
ケ
ン
ヂ

ゴ
ク
ノ
シ
ユ
ジ
ヤ
ウ
ヲ
ミ
テ
ハ
ア
ラ
タ
ノ
シ
ゲ
ヤ
ト
ミ
ル
ナ
リ　

ブ
チ
ポ
ウ
ヲ
ソ

シ
リ
タ
ル
モ
ノ
コ
ノ
ヂ
ゴ
ク
ニ
オ
チ
テ
ハ
チ
マ
ン
ゴ
フ
ヂ
ユ
ス　

ダ
イ
ク
ナ
ウ
ヲ

ウ
ク
」（
無
間
地
獄
の
衆
生
を
見
て
は
、
あ
ら
楽
し
げ
や
と
見
る
な
り
。
仏
法
を

謗
り
た
る
者
、こ
の
地
獄
に
堕
ち
て
八
万
劫
住
す（
？
）。大
苦
悩
を
受
く
）と
あ
る
。

地
獄
の
種
別
や
そ
の
受
苦
の
長
さ
な
ど
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
し
て
い
な
い
親
鸞

が
、
何
故
に
こ
の
よ
う
な
和
讃
を
造
っ
た
の
か
、
定
か
で
は
な
い
が
、
誹
謗
正
法

の
罪
の
結
果
と
し
て
堕
ち
る
と
さ
れ
た
無
間
地
獄
さ
え
も
楽
し
い
と
こ
ろ
と
見
え

る
ほ
ど
の
地
獄
が
あ
る
と
い
う
教
説
に
、
何
ら
か
の
意
味
を
感
じ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
。

（
26
）『
正
像
末
和
讃
』「
三
時
讃
」

念
佛
誹
謗
の
有
情
は

阿
鼻
地
獄
に
墮
在
し
て

八
萬
劫
中
大
苦
惱

ひ
ま
な
く
う
く
と
ぞ
と
き
た
ま
ふ
（
聖
典
全
二
、四
八
九
頁
）

こ
の
和
讃
は
、
末
尾
に
「
と
き
た
ま
ふ
」
と
あ
る
か
ら
、
何
ら
か
の
経
論
に

基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
念
仏
を
誹
謗
す
る
者
は
阿
鼻
地
獄
に
堕
す

る
」
と
は
、
い
か
な
る
経
文
に
依
る
の
か
、
定
か
で
は
な
い
。
柏
原
祐
義
氏

は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
の
「
此
等
罪
人
墮
此
地
獄
。
經
歴
八
萬
四
千
大
劫
」（
大

正
一
六
、六
六
九
頁
中
）
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
前
に
「
誹
謗
邪
見
不
識
因

果
。・
・
・
」
と
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
念
仏
を
誹
謗
す
る
者
と
い
う
文
脈
で
は

な
い
７
。

ま
た
『
消
息
』
の
中
に
、
地
獄
に
言
及
す
る
も
の
が
二
通
見
え
る
。

（
27
）『
消
息
』

ひ
と
び
と
の
ひ
が
ざ
ま
に
御
こ
ゝ
ろ
え
ど
も
の
さ
ふ
ら
ふ
ゆ
へ
に
、
あ
る
べ

く
も
な
き
こ
と
ゞ
も
き
こ
え
さ
ふ
ら
ふ
。
ま
ふ
す
ば
か
り
な
く
さ
ふ
ら
ふ
。

た
ゞ
し
念
佛
の
ひ
と
、
ひ
が
ご
と
を
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
は
ゞ
、
そ
の
身
ひ
と
り
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こ
そ
地
獄
に
も
を
ち
、
天
魔
と
も
な
り
さ
ふ
ら
は
め
。
よ
ろ
づ
の
念
佛
者
の

と
が
に
な
る
べ
し
と
は
お
ぼ
え
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
よ
く
よ
く
御
は
か
ら
ひ
ど
も

さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。（
聖
典
全
二
、
八
三
六
頁
）

（
28
）『
消
息
』

念
佛
す
る
ひ
と
の
死
に
や
う
も
、
身
よ
り
や
ま
ひ
を
す
る
ひ
と
は
、
往
生
の

や
う
を
ま
ふ
す
べ
か
ら
ず
。
こ
こ
ろ
よ
り
や
ま
ひ
を
す
る
ひ
と
は
、
天
魔
と

も
な
り
、
地
獄
に
も
を
つ
る
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
こ
こ
ろ
よ
り
を
こ

る
や
ま
ひ
と
、
身
よ
り
を
こ
る
や
ま
ひ
と
は
、
か
は
る
べ
け
れ
ば
、
こ
こ
ろ

よ
り
を
こ
り
て
死
ぬ
る
ひ
と
の
こ
と
を
、
よ
く
よ
く
御
は
か
ら
ひ
さ
ふ
ら
ふ

べ
し
。（
聖
典
全
二
、八
三
七
頁
）

（
27
）
の
宛
先
は
「
念
佛
人
々
御
中
」
と
記
さ
れ
、（
28
）
は
「
慈
信
坊　

御
返

事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
「
九
月
二
日
」
の
日
付
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

同
じ
日
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
８
。

大
原
性
實
氏
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
「
恐
ら
く
善
鸞
グ
ル
ー
プ
の
者
が
、
一
人
の

念
佛
者
が
墮
獄
の
振
舞
を
す
れ
ば
、
他
の
念
佛
者
も
共
に
墮
獄
す
る
と
い
う
類
の

こ
と
を
主
張
し
た
の
に
對
し
て
、
こ
れ
を
傳
え
聞
い
た
親
鸞
が
、
こ
れ
を
大
な
る

謬
り
と
し
て
否
定
し
て
い
る
文
書
」
で
あ
り
、
後
者
の
趣
旨
も
前
者
に
同
じ
く
、

「
心
よ
り
の
病
、
卽
ち
意
思
の
業
煩
惱
に
よ
り
て
造
る
罪
過
に
よ
つ
て
、
墮
獄
す

る
趣
を
知
ら
し
め
、
墮
獄
は
全
く
個
人
の
罪
業
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
總

て
の
念
佛
者
に
及
ぶ
と
い
う
様
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
も
の
と
解

さ
れ
る
９
。

こ
の
ほ
か
、『
歎
異
抄
』
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

念
佛
は
、
ま
こ
と
に
淨
土
に
む
ま
る
ゝ
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
地

獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
總
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な

り
。
た
と
ひ
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
ひ
ら
せ
て
、
念
佛
し
て
地
獄
に
お
ち

た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
う
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
自
餘
の

行
も
は
げ
み
て
佛
に
な
る
べ
か
り
け
る
身
が
、
念
佛
を
ま
ふ
し
て
地
獄
に
も

お
ち
て
さ
ふ
ら
は
ゞ
こ
そ
、
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
と
い
う
後
悔
も
さ
ふ

ら
は
め
。
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定

す
み
か
ぞ
か
し
」（
聖
典
全
二
、一
〇
五
四
頁
）

と
い
う
一
節
に
地
獄
と
云
う
言
葉
が
四
回
も
出
て
お
り
、
し
か
も
「
地
獄
は
一
定

す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
言
葉
が
強
い
響
き
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
親
鸞
に
お

け
る
地
獄
の
問
題
は
こ
の
『
歎
異
抄
』
の
言
葉
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
感
が

あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
批
判
的
な
見
解
も
発
表
さ
れ
て
い
る
10
。

『
歎
異
抄
』
は
親
鸞
の
著
作
で
は
な
い
が
、
そ
の
思
想
を
考
察
す
る
の
に
欠
か

す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
立
場
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
あ
え
て
考
察

の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
執
持
鈔
』
や
『
恵
信
尼
消
息
』

と
の
関
連
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。
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結　

論
以
上
、
地
獄
に
つ
い
て
述
べ
た
親
鸞
の
著
作
中
の
用
語
例
を
検
討
し
て
き
た
。

現
段
階
で
は
考
察
し
き
れ
て
い
な
い
部
分
も
多
く
、
資
料
ノ
ー
ト
と
い
う
段
階
で

あ
る
が
、
結
論
と
し
て
以
下
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

①
親
鸞
の
地
獄
へ
の
言
及
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
信
巻
末
に
な
さ
れ
て
お
り
、

『
涅
槃
経
』
の
引
文
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
己

の
罪
業
性
を
深
く
問
題
と
し
た
親
鸞
が
、
逆
謗
の
罪
に
お
の
の
く
阿
闍
世
の
救
い

に
自
ら
の
経
験
を
重
ね
て
見
よ
う
と
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

②
阿
闍
世
の
苦
悩
は
、
地
獄
の
存
在
を
否
定
す
る
外
道
の
見
解
に
よ
っ
て
癒
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
罪
業
深
重
の
者
に
こ
そ
向
け
ら
れ
た
仏
の
慈
悲
に
遇
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
闍
世
の
救
い
が
成
立
し
た
こ
と
は
、
親
鸞
に
お
け
る
地
獄
と

は
、
深
信
因
果
の
必
然
と
し
て
受
領
さ
れ
る
べ
き
事
実
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。③

そ
し
て
、
阿
闍
世
の
救
い
は
地
獄
か
ら
の
脱
出
で
は
な
く
、
地
獄
を
も
苦
と

し
な
い
菩
提
心
の
発
起
と
い
う
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
須
弥
山
を

中
心
と
し
た
仏
教
宇
宙
論
、
そ
し
て
そ
の
中
に
存
在
す
る
日
月
星
辰
お
よ
び
こ
れ

ら
を
護
持
す
る
諸
天
の
存
在
が
業
報
因
果
に
基
づ
く
現
実
世
界
の
構
造
を
説
く
も

の
で
あ
り
、
仏
の
境
界
は
そ
れ
ら
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

＊
本
稿
は
、
筑
紫
女
学
園
大
学
・
短
期
大
学
部
平
成
二
十
五
年
度
特
別
研
究
助

成
（
指
定
研
究
助
成
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

註　

記

１　
「
化
身
土
巻
」
本
・
末
の
解
釈
に
つ
い
て
は
様
々
な
意
見
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
論

じ
な
い
。

２　

拙
論
「
仏
教
宇
宙
論
と
親
鸞
の
思
想
」（『
筑
紫
女
学
園
大
学
・
短
期
大
学
部
人
間

文
化
研
究
所
年
報
』
二
一
号
、
二
〇
一
〇
年
、
一
〜
一
四
頁
）。

３　

泉
芳
憬
『
仏
教
地
獄
極
楽
論
』
法
蔵
館
、
一
九
一
八
年
。

山
邊
習
學
『
仏
教
に
於
け
る
地
獄
の
新
研
究
』
春
秋
社
、
一
九
三
四
年
。

石
田
瑞
麿
『
地
獄
』
法
蔵
館
、
一
九
八
五
年
。
同
『
日
本
人
と
地
獄
』
春
秋
社
、
一

九
九
八
年
。

４　

坂
本
要
編
『
地
獄
の
世
界
』（
北
辰
堂
、
一
九
九
〇
年
）
に
は
、
地
獄
に
関
す
る
多

数
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
巻
末
の
参
考
文
献
一
覧
も
有
益
で
あ
る
。

５　

中
井
玄
道
氏
は
「
教
行
信
證
の
引
文
は
、
集
主
己
證
の
法
門
を
立
證
せ
ん
が
爲
と

い
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
之
を
開
顯
説
述
せ
ん
が
爲
に
經
論
釋
の
中
よ
り
適
当
の
文
字
を

借
り
來
れ
る
も
の
と
見
る
べ
き
が
故
に
、
一
面
よ
り
云
へ
ば
引
文
と
自
釋
の
語
と
の

區
別
を
立
て
難
き
に
似
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
。（『
教
行
信
証
・
附
録
』
興
教
書
院
、

一
九
二
〇
年
、
二
三
三
頁
）

６　

田
中
教
照
「『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
『
涅
槃
経
』
の
重
要
性
」（『
武
蔵
野
女
子
大

学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
六
、
一
九
八
八
年
、
一
〜
一
七
頁
）
参
照
。

７　

柏
原
祐
義
『
三
帖
和
讃
講
義
』
平
楽
寺
書
店
、一
九
九
二
年
、八
一
四
〜
八
一
五
頁
。

８　
『
註
釈
版
聖
典
』
第
二
版
、
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
七
八
六
頁
脚
註
参
照
。

９　

大
原
性
實
「
親
鸞
聖
人
と
地
獄
―
浄
土
觀
の
拾
遺
―
」（『
真
宗
学
』
二
七
・
二
八
、

一
九
六
二
年
、
二
〇
九
頁
）。
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10　

山
㟢
龍
明
「
親
鸞
に
お
け
る
地
獄
論
の
考
覈
」（『
武
蔵
野
大
学
紀
要
』
一
九
、
一

九
七
九
年
、
一
一
三
〜
一
二
七
頁
）。

 

（
お
や
ま　

い
ち
ぎ
ょ
う
：
人
間
文
化
研
究
所　

客
員
研
究
員
）


